
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  売買契約中に相続が発生した場合の宅地の評価        

Ｑ：父親が急死しました。宅地の売買契約

を結び、未決済になっているものがあります

が、相続では、どのように評価されるのです

か？                                           

                                              

Ａ：次によるものとして取り扱われていま

す。 

【解説】  

宅地の売買契約を締結してから決済するま

でに相続が発生した場合、相続税の評価につ

いては特に定めはありませんが、実務では、

次のように取り扱われています。 

 ①売主に相続が発生した場合 

  売主に相続が発生した場合には、相続又は

遺贈により取得した財産は、その売買契約

に基づく宅地の譲渡対価のうち、相続開始

時における未収入金をもって評価します。 

 ②買主に相続が発生した場合 

  買主に相続が発生した場合には、相続又は

遺贈により取得した財産は、その売買契約

に係る宅地の引渡請求権等とし、その財産

取得者の負担すべき債務は、相続開始時に

おける未払金をもって評価します。 

  ただし、その土地を相続財産として申告し

た場合は、それが認められます。この場合

には、その売買契約に係る宅地の引渡請求

権等は相続財産として評価せず、その宅地

を財産評価基本通達に基づいて評価した価

額となります。なお、その宅地が小規模宅

地等の特例の要件を満たす場合には、適用

を受けられることになると考えられます。 
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